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Ⅰ　はじめに
　メキシコ合衆国（スペイン語では「Estados Uni
dos Mexicanos」。 英 語 で は「The United Mexican 
States」。以下「メキシコ」という）は、北米大陸南
部に位置する連邦共和国である。３世紀以降はマヤ
文明、14世紀以降はアステカ文明が栄えたが、1517
年にコルテス率いるスペインがアステカ帝国を滅ぼ
し、1521年にスペインの植民地となった。スペイン

による支配は約300年間続いたが、1810年に始まっ
た独立戦争の結果、1821年に遂にスペインからの独
立を果たした。1846年から1848年にかけて領土争い
で米国と戦った結果、テキサス、カリフォルニア等
の広大な領土を失い、メキシコの国土は半減した。
その後しばらくは独裁体制が続いたが、1910年から
数十年間にわたるメキシコ革命により独裁体制は打
倒された。1917年には現行のメキシコ憲法が制定さ
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れた２。
　世界有数の鉱業国であるメキシコでは、豊富な石
油と銀が産出される。1994年には米国、カナダ及び
メキシコの間で北米自由貿易協定（NAFTA）が発
足した。メキシコにとって米国は最重要の隣国であ
るが、両国の間には、麻薬密輸、不法移民等の問
題が常に横たわっていた。米国でトランプ政権が発
足してからは、NAFTAの再協議が行われていたが、
2018年９月30日、新たな貿易枠組である「米国・メ
キシコ・カナダ協定（USMCA）」を締結することで
当該３か国が合意に達した。
　日本との間では、2004年に「日本・メキシコ経済
連携協定」（EPA）が締結され（2005年４月１日発効）、
自動車製造業を中心とする日本企業のメキシコ進出
が進んでいる。メキシコは、米国を除く11か国によ
る環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の国内手続
きを、最も早く完了した（日本はメキシコに次いで
２か国目であった）。
　メキシコの事実上の公用語はスペイン語である。
メキシコは、スペイン語圏における最も人口の多い
国である。
　メキシコの法制度３は、いわゆる「大陸法系」（そ
の中でもフランス法系）に属し、成文法を法体系
の中心に置いている。メキシコは、約300年間の長
きにわたりスペインにより統治されてきたことか
ら、メキシコの法制度は多くの点で、スペインの法制
度の影響を受けている。一般に、メキシコの法制度
は、連邦法と州法等から構成される。各州は、連邦
と同様に、それぞれ、民法典、民事訴訟法典、刑法典、
刑事訴訟法典等を有しているが、州法は連邦法の内
容と類似していることが多い。メキシコ法の法源と
しては、①憲法、②規制法（憲法の規定を実施する
ための法律）、③一般法（規制法以外の一般の法律）、
④判例、⑤学説、⑥慣習、⑦条約、⑧法の一般原則、
⑨規則、⑩エクイティ等がある４。また、メキシコ
の裁判所には、連邦裁判所の系列と州裁判所の系列
が存在する。
　製造業を中心とする多くの日本企業が、メキシコ
企業との貿易を行い、またメキシコに対する投資を
行ってきたことから、メキシコは、日本企業にとっ
て経済的な結び付きが強い国となった。豊富な資源
と労働力及び潜在的な巨大市場を有するメキシコは、

今後も、日本企業にとって最重要投資先の一つであ
り続けるであろう。このようなメキシコの重要性に
鑑みると、メキシコの知的財産法の制度、実務運用
及び改正動向等について知ることは、非常に重要で
あるといえる。
　そこで、今回は、メキシコの知的財産法の概要を
紹介することとしたい５。

Ⅱ　知的財産法全般
　メキシコの知的財産法制度の基本をなす「産業財
産法」６は、1994年、1998年、1999年、2003年、2005年、
2006年、2010年、2012年、2018年に改正されている

（2018年の改正は、３月13日改正（４月27日施行）
及び５月18日改正（８月10日施行）の２度にわたり
行われた）。全229条からなる「産業財産法」の主な
体系は、表１のとおりである７。メキシコの知的財
産法制度は、「産業財産法」のほか、「産業財産規則」
その他多数の規則等により構成されている。
　1995年 にWTOの 原 加 盟 国 と な っ た メ キ シ コ
は、TRIPS協定に加盟しているほか、知的財産権に
関する多くの国際条約にも加盟している。例えば、
WIPO設立条約、工業所有権の保護に関するパリ条
約、特許協力条約（PCT）、微生物の寄託の国際承
認に関するブタペスト条約、国際特許分類に関する
ストラスブール協定、標章の国際登録に関するマド
リッド協定議定書、文学的及び美術的著作物の保護
に関するベルヌ条約、WIPO著作権条約、実演家等
保護のためのローマ条約、許諾を得ないレコードの
複製からのレコード製作者の保護に関する条約等で
ある。
　知的財産権に関連するメキシコの政府機関のうち
最も主要なものであるメキシコ産業財産庁（IMPI）８は、
主に特許、意匠及び商標等の出願の受理・審査・登
録等の業務を行っている。著作権については、著作
権庁が管轄する。

Ⅲ　特許・実用新案
１　概要

前述したとおり、特許・実用新案については、
「産業財産法」に規定されている。「産業財産法」
における特許の多くの規定は、実用新案に準用さ
れるため、本稿では、まず特許について概要を説


